


　

都民ファーストの会 
東京都議団の提案を受けて、
子どもを虐待から守る条例づくりへ

「人」を大切にする都民ファーストの視点：児童虐待のない東京へ

「人」を大切にする都民ファーストの視点：あらゆる差別のない東京へ

質問－都においても条例化を含め、児童虐待問題を幅広
い視点で子どもの福祉に関わるあらゆる機関が一丸となって
取り組むべき。
小池知事－今後、関係各局の連携を強化するため、全
庁横断的な虐待防止のためのプロジェクトチームを立ち上げ
る。また、関係局等が一体となって、子どもと家庭を支え、全て
の子どもを虐待から守る環境づくりを進めるため、都独自の
条例を新たに策定していく考え。

質問－知事がすでに表明している人員拡大と併せて、今後
の取り組みについて。
小池知事－保護者が子どもの確認を拒否しているケース
や、措置を継続しているケースなど、リスクが高いケー
スについて、全て共有する方向で警視庁と協
議を開始。

質問－SNSを積極的に活用して、児童相談所への相談ハー
ドルを低くしていくべき。
福祉保健局長－若者のコミュニケーション手段として、
SNSが圧倒的な割合を占めるようになっていることから、今
後、子どもや保護者がよりアクセスしやすい相談環境を整備す
るため、LINEなどのSNSを活用した相談体制を
検討。

答弁する小池百合子東京都知事 代表質問に立つ荒木ちはる総務会長

東京都障害者への
理解促進及び
差別解消の
推進に関する
条例 成立

国の法律※1より厳しく
「合理的配慮」※2を義務化
※1国の法律は「努力義務」
※2「合理的配慮」･･･一人ひとりの困りごとに合わせて
　配慮を提供すること

紛争解決に向け、障害者及び
事業者へ助言等を行う
広域支援相談員や、
紛争解決へのあっせんを行う
調整委員会を新たに設置

悪質な事業者に対しては、
勧告、公表ができる仕組み

平成30年度第２回定例会 報告号


	表面
	裏面

